
（別添） 

奈良県総合医療センター患者給食業務見積条件 

 

１．業務期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

２．センターの概要 

（１）稼働病床数（予定） 

令和７年度～９年度：４９６床 

※運営状況により変動することがあります。 

 

（２）診療科 

消化器内科、糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、

血液・腫瘍内科、緩和ケア内科、感染症内科、小児科、精神科、消化器・肝臓・胆のう・

膵臓外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、脊椎脊髄外科、脳神経外科、乳腺外科、

皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、頭頸部外科、口腔外科、

麻酔科、放射線診断科、放射線治療科、リハビリテーション科、小児外科、総合診療科、

小児泌尿器科、救急科、病理診断科 

 

３．想定食数 

 令和７年～９年度 

普通食 
111354 

軟食 
29090 

５分粥食 
10054 

３分粥食 
6122 

流動食 
5152 

嚥下咀嚼調整食 
33036 

産食 
15736 



妊娠高血圧食 
1232 

小児 D 食 
5126 

小児 C 食 
8446 

離乳食 
1400 

小児腸炎食 
154 

小児腎食 
196 

糖尿食 
25008 

心臓食 
24496 

肝臓食 
4316 

腎臓食 
10372 

透析食 
5914 

糖尿病性腎症食 
2070 

膵臓食 
6962 

潰瘍食 
246 

腸炎食 
2714 

濃厚流動食など 
31184 

検査食その他 
1202 

外科術後食 
2450 



わかくさ食 
13286 

塩分強化食 
16 

調乳 
16312 

検食・予備食 
12444 

総合計 
386090 

 

 

４．見積書記載要領 

（１）算出方法や内訳（特に人員配置数）を示してください。  

（２）その他の積算にあたっての詳細は仕様書に基づくものとします。  

 

５．留意事項 

（１）今回の見積もり額は、事業者選定のための見積もり額ですので、そのまま契約金額

になるとは限りません。  

（２）契約期間中であっても当センターが実施する検収において、受託者の業務の実施内

容が本仕様書の内容を満たしていないと判断した場合には、口頭又は書面により改善要求

を行います。さらに、受託者側の対応が不誠実なものであると判断される場合には、改善

要求の内容により、当該月の委託代金を減額することがあります。 

 


